
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して配設され、間に隙間を形成する第２の基板と、
　前記隙間に封入された液晶層とよりなる液晶表示装置において、
　前記第１の基板の、前記第２の基板と対面する側の表面には、薄膜トランジスタを含む
表示領域と、前記薄膜トランジスタに電気的に接続された端子電極を含む端子領域とが形
成され、
　前記端子領域には、前記薄膜トランジスタの高さとほぼ等しいかまたはより高い凸部が
形成され、
　前記凸部は、 前記第１の基板上の
二つの前記端子電極の中間に形成されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記薄膜トランジスタと、前記凸部とは、実質的に同一の層構造を有することを特徴と
する請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記凸部は、前記 領域において前記第１の基板上に、前記端子電極に隣接して形成
された導体パターンを含むことを特徴とする請求項１または２記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記薄膜トランジスタは、前記第１の基板の前記表面に形成されたゲート電極と、前記
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表面上に前記ゲート電極を覆うように形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に
形成されたチャネル層と、前記チャネル層上に、前記ゲート電極に対応して形成されたチ
ャネル保護膜と、前記チャネル層上の、前記チャネル保護膜の両側に、前記チャネル保護
膜の一部を覆うように形成されたソース領域およびドレイン領域と、前記ゲート絶縁膜上
に、前記ソース領域およびドレイン領域を覆うように形成された保護絶縁膜と、前記保護
絶縁膜上に形成され、前記保護絶縁膜中に形成されたコンタクトホールを介して前記ドレ
イン領域とコンタクトする透明画素電極とよりなり、
　前記凸部は、前記端子領域において前記表面上に、前記端子電極に隣接して形成され、
前記ゲート電極と実質的に同一の組成と厚さを有する導体パターンと、前記表面上に前記
導体パターンを覆うように形成され、前記ゲート絶縁膜と実質的に同一の組成と厚さを有
する第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜の上層に形成された第１の半導体層と、前記第１
の半導体層上に、前記導体パターンに対応して形成され、前記チャネル保護膜と実質的に
同一の組成と厚さを有する第２の絶縁膜と、前記第２の絶縁膜上に形成され、前記ソース
領域およびドレイン領域と実質的に同一の組成と厚さを有する第２の半導体層と、前記第
１の半導体層上に、前記第２の半導体層を覆うように形成され、前記保護絶縁膜と実質的
に同一の組成と厚さを有する第３の絶縁膜とよりなることを特徴とする請求項１ないし３
いずれか一項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　第１の基板と、間に隙間を形成する第２の基板と、前記隙間に封入された液晶層とより
なる液晶表示装置の製造方法において、
　前記第１の基板の、前記第２の基板と対面する側の表面に、薄膜トランジスタを含む表
示領域を形成する工程と、
　前記薄膜トランジスタに電気的に接続された端子電極を含む端子領域を形成する工程と
を有し、
　前記端子領域を形成する工程は、前記端子領域に前記薄膜トランジスタの高さとほぼ等
しいかまたはより高い凸部を形成する工程を含み、
　前記凸部は、 前記第１の基板上の
二つの前記端子電極の中間に形成されることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記薄膜トランジスタと前記凸部とは、実質的に同一の工程によって、実質的に同時に
形成されることを特徴とする請求項５記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記表示領域を形成する工程は、前記第１の基板の前記表面にゲート電極を形成する工
程と、前記表面上に前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲ
ート絶縁膜上にチャネル層を形成する工程と、前記チャネル層上に、前記ゲート電極に対
応してチャネル保護膜を形成する工程と、前記チャネル層上の、前記チャネル保護膜の両
側に、前記チャネル保護膜の一部を覆うようにソース領域およびドレイン領域を形成する
工程と、前記ゲート絶縁膜上に、前記ソース領域およびドレイン領域を覆うように保護絶
縁膜を形成する工程と、前記保護絶縁膜上に、前記保護絶縁膜中に形成されたコンタクト
ホールを介して、透明画素電極を前記ドレイン領域とコンタクトするように形成する工程
とを含み、
　前記凸部を形成する工程は、前記第１の基板表面上に、端子電極と前記端子電極に隣接
した導体パターンとを、前記ゲート電極を形成する工程と同時に形成する工程と、前記第
１の基板表面上に前記導体パターンを覆うように、前記ゲート絶縁膜と実質的に同一の組
成と厚さに第１の絶縁膜を、前記ゲート絶縁膜を形成する工程と同時に形成する工程と、
前記第１の絶縁膜上に、前記チャネル層に対応して第１の半導体層を、前記チャネル層を
形成する工程と同時に形成する工程と、前記導体パターンと前記第１の半導体層上に、前
記導体パターンに対応して、前記チャネル保護膜と実質的に同一の組成と厚さに第２の絶
縁膜を、前記チャネル保護膜を形成する工程と同時に形成する工程と、前記第２の絶縁膜
上に、前記ソース領域およびドレイン領域と実質的に同一の組成と厚さに第２の半導体層
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を、前記ソース領域およびドレイン領域を形成する工程と同時に形成する工程と、前記第
１の絶縁膜上に、前記第２の半導体層を覆うように、前記保護絶縁膜と実質的に同一の組
成と厚さに第３の絶縁膜を、前記保護絶縁膜を形成する工程と同時に形成する工程を有す
ることを特徴とする請求項５ 記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に液晶表示装置に関し、特に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を備えた液晶表
示装置に関する。
液晶表示装置はコンピュータを初めとする情報処理装置において、小型で低消費電力の画
像表示装置として広く使われている。
【０００２】
特に、高品質のカラー表示を実現するため、液晶表示装置中の個々の画素電極を駆動する
、いわゆるアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置が広く使われている。かかるア
クティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置では、個々の画素電極をオンオフ制御するた
めに、各々の画素電極に対応して、液晶パネルを構成するガラス基板上にＴＦＴが設けら
れる。
【０００３】
【従来の技術】
図１は、従来のアクティブマトリクス駆動型液晶表示装置１０の構成を示す。
図１を参照するに、液晶表示装置１０は多数のＴＦＴおよびこれに協働する透明画素電極
を担持するＴＦＴガラス基板１１と、前記ＴＦＴ基板１１上に形成された対向ガラス基板
１２とよりなり、基板１１と１２との間には液晶層１が、図示を省略したシール部材によ
り封入されている。液晶表示装置１０では、前記透明画素電極を、対向するＴＦＴを介し
て選択的に駆動することにより、液晶層中において、前記選択された画素電極に対応して
、液晶分子の配向を選択的に変化させる。さらに、前記ガラス基板１１および１２の外側
には、それぞれ図示しないが偏光板が、直交ニコル状態で配設されている。また、ガラス
基板１１および１２の内側には、液晶層に接するように分子配向膜が形成され、液晶分子
の配向方向を規制する。
【０００４】
図２は前記ＴＦＴガラス基板１１の一部を拡大して示す。
図２を参照するに、前記ガラス基板１１上には、走査信号を供給される多数のパッド電極
１１Ａおよびこれから延在する多数の走査電極１１ａと、画像信号を供給される多数のパ
ッド電極１１Ｂおよびこれから延在する多数の信号電極１１ｂとが、走査電極１１ａの延
在方向と走査電極１１ｂの延在方向とが略直交するように形成されており、前記走査電極
１１ａと前記信号電極１１ｂとの交点には、ＴＦＴ１１Ｃが形成されている。さらに、前
記基板１１上には、各々のＴＦＴ１１Ｃに対応して透明画素電極１１Ｄが形成されており
、各々のＴＦＴ１１Ｃは対応する走査電極１１ａ上の走査信号により選択され、対応する
信号電極１１ｂ上の画像信号により、協働する透明画素電極１１Ｄを駆動する。
【０００５】
図３（Ａ）～（Ｄ）は、かかる従来の液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。ただ
し、図３（Ａ）～（Ｄ）の各図中、左図はＴＦＴ１１Ｃを含む表示領域を、また右図はパ
ッド電極１１Ａ、１１Ｂを含む端子領域を示す。
まず、図３（Ａ）を参照するに、前記表示領域に対応して、前記ＴＦＴ基板１１に対応す
るガラス基板２１上に、前記走査電極１１ａに接続されたＡｌ－Ｎｄ合金あるいはＡｌ－
Ｓｃ合金パターン２２Ａが前記ＴＦＴ部のゲート電極として形成される。同時に、前記ガ
ラス基板２１上の端子領域において、前記ガラス基板２１上に、前記パッド電極１１Ａ、
１１Ｂに対応する端子電極２２Ｂが、前記ゲート電極２２Ａと同じＡｌ－Ｎｄ合金あるい
はＡｌ－Ｓｃ合金により形成される。
【０００６】
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次に、図３（Ｂ）の工程で、前記表示領域において、ＳｉＮよりなるゲート絶縁膜２３Ａ
を、前記ゲート電極２２Ａを覆うように堆積し、さらに前記ゲート絶縁膜２３Ａ上に、ｎ
-  型の不純物をドープしたアモルファスシリコン層２４Ａを堆積する。続いて、前記アモ
ルファスシリコン層２４Ａ中、前記ゲート電極２２Ａ直上のチャネル領域に相当する部分
に、ＳｉＮよりなるチャネル保護膜２５Ａをパターニング形成する。
【０００７】
図３（Ｂ）の工程では、同時に右図の端子領域において、前記端子電極２２Ｂを覆うよう
に、前記ＳｉＮよりなる絶縁膜２３Ａと同一の厚さで、絶縁膜２３Ｂを堆積し、さらに前
記絶縁膜２３Ｂの上層に、前記アモルファス・シリコン層２４Ａと同一の厚さでアモルフ
ァス・シリコン層２４Ｂを形成する。
さらに、図３（Ｃ）に示す工程では、前記表示領域において、前記アモルファス・シリコ
ン層２４Ａ上に、前記チャネル保護膜２５Ａの両側に隣接して、ｎ +  型アモルファスシリ
コンパターン２６Ａを形成し、それぞれによりＴＦＴのソースおよびドレインを構成する
。
【０００８】
続いて、図３（Ｄ）の工程で、前記表示領域において、前記ゲート絶縁膜２３Ａ上に、前
記ｎ +  型アモルファスシリコン層２６Ａと前記チャネル保護膜２５Ａとを覆うように、Ｓ
ｉＮよりなる保護膜２７Ａを堆積し、さらに前記保護膜２７Ａ中に、前記アモルファスシ
リコンパターン２６Ａの一方に対応してコンタクトホール２８Ａを形成する。さらに前記
保護膜２７Ａ上にコンタクトホール２８Ａに対応して透明画素電極２９を、前記コンタク
トホール２８Ａを介して前記アモルファスシリコンパターン２６Ａにコンタクトするよう
に形成する。透明画素電極２９は、図２の透明画素電極１１Ｄに対応する。
【０００９】
一方、前記図３（Ｄ）左図の工程と同時に、同図右図に示す端子領域では、アモルファス
シリコン層２４Ｂ上に、前記保護膜２７Ａに対応する保護膜２７Ｂを堆積し、これに前記
端子電極２２Ｂを露出するコンタクトホール２８Ｂを形成する。図４に示すように、かか
る液晶表示装置５２では、前記端子領域のコンタクトホール２８Ｂにおいて、表示パネル
５４中の前記端子電極２２Ｂに駆動集積回路素子５６がＴＡＢリード（図示せず）により
接続される。
【００１０】
以上の従来における液晶表示装置においては、図３（Ａ）～（Ｄ）の工程によって形成さ
れたＴＦＴ基板２１に対向ガラス基板を重ね合わせることによって液晶表示装置が構成さ
れる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、かかる液晶表示装置を製造する場合においては、半導体集積回路チップの製造
の場合と同様に製造コストを低減する必要性から、大面積のガラス基板上に、複数の前記
液晶表示装置を隣接して製造し、製造後に前記大面積ガラス基板を個々の液晶表示装置に
分割、切断することが一般になされている。前記切断後の一例として従来の液晶表示装置
の断面図を図５に示す。同図の前記液晶表示装置の構成は、第１の基板４０上に表示領域
４８と端子領域４７とが形成されており、シール４２を介して第２の基板４０’が前記表
示領域４８を覆うように接合されている。従って、前記端子領域４７は前記第２の基板に
よって覆われておらず、周囲からのパーティクル等の混入に対して無防備であり、特に前
記端子領域４７中の端子電極２２Ｂが、前記パーティクル等により機械的に破壊等された
場合には、前記液晶表示装置を駆動する外部回路との接続が不能となり、液晶表示装置と
しての機能をも破壊されることになる。かかるパーティクルは前記ガラス基板の分割・切
断工程において発生しやすい。
【００１２】
そこで本発明は上記の課題を解決し、新規な手法によって、液晶表示装置を歩留まりよく
製造する方法を提供することを目的とする。
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【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とする。
請求項１記載の発明では、第１の基板と、前記第１の基板に対向して配設され、間に隙間
を形成する第２の基板と、前記隙間に封入された液晶層とよりなる液晶表示装置において
、前記第１の基板の、前記第２の基板と対面する側の表面には、薄膜トランジスタを含む
表示領域と、前記薄膜トランジスタに電気的に接続された端子電極を含む端子領域とが形
成され、前記端子領域には、前記薄膜トランジスタの高さとほぼ等しいかまたはより高い
凸部が形成され、前記凸部は、 前記
第１の基板上の二つの前記端子電極の中間に形成されることを特徴とする。
【００１４】
請求項１記載の本発明の特徴によれば、液晶表示装置製造時のガラス基板切断の際に、ガ
ラス切断片等のパーティクルが前記液晶表示装置周辺部の端子領域へ混入した場合でも、
前記凸部はその形状が前記薄膜トランジスタの高さに実質的に等しいかまたはより高く、
かつ前記凸部は前記端子電極の近傍に形成されるため、前記パーティクルが前記液晶表示
装置の前記端子電極を機械的に破壊することがない。
【００１５】
　請求項２記載の発明では、前記薄膜トランジスタと、前記凸部とは、実質的に同一の層
構造を有することを特徴とする。請求項２記載の本発明の特徴によれば、前記凸部を効率
良く形成することができる。請求項３記載の発明では、前記凸部は、前記 領域におい
て前記第１の基板上に、前記端子電極に隣接して形成された導体パターンを含むことを特
徴とする。
【００１６】
　請求項３記載の本発明の特徴によれば、前記凸部を、前記表示部と同一の工程によって
同時に形成することができる。
　請求項４記載の発明では、前記薄膜トランジスタは、前記第１の基板の前記表面に形成
されたゲート電極と、前記表面上に前記ゲート電極を覆うように形成されたゲート絶縁膜
と、前記ゲート絶縁膜上に形成されたチャネル層と、前記チャネル層上に、前記ゲート電
極に対応して形成されたチャネル保護膜と、前記チャネル層上の、前記チャネル保護膜の
両側に、前記チャネル保護膜の一部を覆うように形成されたソース領域およびドレイン領
域と、前記ゲート絶縁膜上に、前記ソース領域およびドレイン領域を覆うように形成され
た保護絶縁膜と、前記保護絶縁膜上に形成され、前記保護絶縁膜中に形成されたコンタク
トホールを介して前記ドレイン領域とコンタクトする透明画素電極とよりなり、前記凸部
は、前記端子領域において前記表面上に、前記端子電極に隣接して形成され、前記ゲート
電極と実質的に同一の組成と厚さを有する導体パターンと、前記表面上に前記導体パター
ンを覆うように形成され、前記ゲート絶縁膜と実質的に同一の組成と厚さを有する第１の
絶縁膜と、前記第１の絶縁膜の上層に形成された第１の半導体層と、前記第１の半導体層
上に、前記導体パターンに対応して形成 れ、前記チャネル保護膜と実質的に同一の組成
と厚さを有する第２の絶縁膜と、前記第２の絶縁膜上に形成され、前記ソース領域および
ドレイン領域と実質的に同一の組成と厚さを有する第２の半導体層と、前記第１の半導体
層上に、前記第２の導体 を覆うように形成され、前記保護絶縁膜と実質的に同一の組成
と厚さを有する第３の絶縁膜とよりなることを特徴とする。
【００１７】
　請求項４記載の本発明の特徴によれば、前記凸部の形成は、フォトマスクを、前記薄膜
トランジスタ用のものに前記凸部用のものを付加的に作成する工程のみによって、後の工
程を前記薄膜トランジスタのものと同一の工程により形成することができる。
　請求項５記載の発明では、第１の基板と、間に隙間を形成する第２の基板と、前記隙間
に封入された液晶層とよりなる液晶表示装置の製造方法において、前記第１の基板の、前
記第２の基板と対面する側の表面に、薄膜トランジスタを含む表示領域を形成する工程と
、前記薄膜トランジスタに電気的に接続された端子電極を含む端子領域を形成する工程と
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を有し、前記端子領域を形成する工程は、前記端子領域に前記薄膜トランジスタの高さと
ほぼ等しいかまたはより高い凸部を形成する工程を含み、前記凸部は、

前記第１の基板上の二つの前記端子電極の中間に形成
されることを特徴とする。
【００１８】
請求項５記載の本発明の特徴によれば、液晶表示装置製造時のガラス基板切断の際に、ガ
ラス切断片等のパーティクルが前記液晶表示装置周辺部の端子領域へ混入した場合でも、
前記凸部はその形状の高さが前記薄膜トランジスタに実質的に等しいかまたはより高く、
かつ前記凸部は前記端子電極の近傍に形成されるため、前記パーティクルが前記液晶表示
装置の前記端子電極を機械的に破壊することがない。
【００１９】
請求項６記載の発明では、前記薄膜トランジスタと前記凸部とは、実質的に同一の工程に
よって、実質的に同時に形成されることを特徴とする。
請求項６記載の本発明の特徴によれば、前記凸部を高率良く形成することがで
きる。
【００２１】
　請求項 記載の発明では、前記表示領域を形成する工程は、前記第１の基板の前記表面
にゲート電極を形成する工程と、前記表面上に前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜
を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にチャネル層を形成する工程と、前記チャネル層
上に、前記ゲート電極に対応してチャネル保護膜を形成する工程と、前記チャネル層上の
、前記チャネル保護膜の両側に、前記チャネル保護膜の一部を覆うようにソース領域およ
びドレイン領域を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に、前記ソース領域およびドレイ
ン領域を覆うように保護絶縁膜を形成する工程と、前記保護絶縁膜上に、前記保護絶縁膜
中に形成されたコンタクトホールを介して、透明画素電極を前記ドレイン領域とコンタク
トするように形成する工程とを含み、前記凸部を形成する工程は、前記第１の基板表面上
に、端子電極と前記端子電極に隣接した導体パターンとを、前記ゲート電極を形成する工
程と同時に形成する工程と、前記第１の基板表面上に前記導体パターンを覆うように、前
記ゲート絶縁膜と実質的に同一の組成と厚さに第１の絶縁膜を、前記ゲート絶縁膜を形成
する工程と同時に形成する工程と、前記第１の絶縁膜上に、前記チャネル層に対応して第
１の半導体層を、前記チャネル層を形成する工程と同時に形成する工程と、前記導体パタ
ーンと前記第１の半導体層上に、前記導体パターンに対応して、前記チャネル保護膜と実
質的に同一の組成と厚さに第２の絶縁膜を、前記チャネル保護膜を形成する工程と同時に
形成する工程と、前記第２の絶縁膜上に、前記ソース領域およびドレイン領域と実質的に
同一の組成と厚さに第２の半導体層を、前記ソース領域およびドレイン領域を形成する工
程と同時に形成する工程と、前記第１の絶縁膜上に、前記第２の半導体層を覆うように、
前記保護絶縁膜と実質的に同一の組成と厚さに第３の絶縁膜を、前記保護絶縁膜を形成す
る工程と同時に形成する工程を有することを特徴とする。
【００２２】
　請求項 記載の本発明の特徴によれば、前記凸部の形成は、フォトマスクを、前記薄膜
トランジスタ用のものに前記凸部用のものを付加的に作成する工程のみによって、後の工
程を前記薄膜トランジスタのものと同一の工程により形成することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
[ 実施例１ ]
図６（Ａ）～（Ｄ）は、本発明による液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。ただ
し、図６（Ａ）～（Ｄ）の各図中、左図はＴＦＴ１１Ｃを含む表示領域を、また右図はパ
ッド電極１１Ａ、１１Ｂを含む端子領域を示す。ここに左図表示領域は、従来例による前
記表示領域と同一の工程であるが、各構成要素について異なる番号を付してある。
【００２４】
まず、図６（Ａ）を参照するに、前記表示領域に対応して、前記ＴＦＴ基板１１に対応す
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るガラス基板６０上に、前記走査電極１１ａに接続されたＡｌ－Ｎｄ合金あるいはＡｌ－
Ｓｃ合金パターン６２Ａが、前記ＴＦＴ部のゲート電極として形成される。同時に、前記
ガラス基板６０上の端子領域において、前記ガラス基板６０上に、前記パッド電極１１Ａ
、１１Ｂに対応する端子電極３２Ｂが、従来例と同様に形成される。また同時に本実施例
では、ガラス基板６０上に複数の端子電極３２Ｂと共に、前記端子電極３２Ｂの中間に位
置するように、端子電極３２Ｂと同一の厚さで導体パターン６２Ｂを形成する。
【００２５】
次に、図６（Ｂ）の工程で、前記表示領域において、ＳｉＮよりなるゲート絶縁膜６３Ａ
を、前記ゲート電極６２Ａを覆うように堆積し、さらに前記ゲート絶縁膜６３Ａの上層に
、ｎ -  型の不純物をドープしたアモルファスシリコン層６４Ａを堆積する。続いて、前記
ゲート電極６２Ａ直上の活性領域６４Ａ中のチャネル領域に相当する部分に、ＳｉＮより
なるチャネル保護膜６５Ａをパターニング形成する。
【００２６】
図６（Ｂ）の工程では、同時に右図の端子領域において、前記端子電極３２Ｂと共に前記
導体パターン６２Ｂをも覆うように、前記ＳｉＮよりなる絶縁膜６３Ａと同一の組成およ
び厚さで絶縁膜６３Ｂを堆積し、さらに前記絶縁膜６３Ｂの上層に、前記アモルファスシ
リコン層６４Ａと同一の厚さでアモルファスシリコン層６４Ｂを形成する。続いてその上
層に、ＳｉＮよりなる前記チャネル保護膜６５Ａと同一の組成および厚さでチャネル保護
膜６５Ｂをパターニング形成する。
【００２７】
さらに、図６（Ｃ）の工程では、前記表示領域において、前記アモルファス・シリコン層
６４Ａ上に、前記チャネル保護膜６５Ａの両側に隣接して、ｎ +  型アモルファスシリコン
パターン６６Ａを形成し、それぞれによりＴＦＴのソースおよびドレインを構成する。
図６（Ｃ）の工程では、同時に右図の端子領域において、前記チャネル保護膜６５Ｂを覆
うように、ｎ +  型アモルファスシリコンパターン６６Ｂを形成する。このｎ +  型アモルフ
ァスシリコン６６Ｂをエッチングによりパターニングする際に、その下層のアモルファス
シリコン層６４Ｂの表出した領域をも同時にエッチングして除去する。
【００２８】
続いて、図６（Ｄ）の工程で、前記表示領域において、前記ｎ +  型アモルファスシリコン
層６６Ａと、前記チャネル保護膜６５Ａと、さらに前記アモルファスシリコン層６４Ａ上
に、ＳｉＮよりなる保護膜６７Ａを堆積し、アモルファスシリコンパターン６６Ａ上に開
口されたコンタクトホール６８Ａを介して、透明画素電極６９Ａが形成される。透明画素
電極６９Ａは、図２の透明画素電極１１Ｄに対応する。
【００２９】
さらに、図６（Ｄ）の工程で、同図右図に示す端子領域では、アモルファスシリコン層６
６Ｂ、およびアモルファスシリコン層６４Ｂの上層に、ＳｉＮよりなる保護膜５０Ｂを堆
積し、続いて保護膜５０Ｂの上層の、アモルファスシリコン層６６Ｂの上層の領域に、透
明画素電極６９Ｂをパターニングにより形成し、さらに続いて端子電極３２Ｂ上に、コン
タクトホール３９Ｂを形成する。
【００３０】
このように、本実施例では、端子部における工程で、２つの端子電極２２Ｂの中間に位置
する導体パターン６２Ｂを形成する。従来例では、図３（Ｄ）右図のように、２つの端子
電極２２Ｂの中間では、ガラス基板２１上に直接に形成された絶縁膜２３Ｂ上にアモルフ
ァスシリコン層２４Ｂを形成し、さらにその上層に保護膜２７Ｂを堆積した構成となって
おり、平坦な構造が形成されている。これに対して、本実施例である図６（Ｄ）右図にお
いては、端子電極２２Ｂの中間には第２の導体パターン６２Ｂを有し、前記導体パターン
６２Ｂの上層の領域において、同図左図の工程において使用した薄膜を、すべて同図右図
の同一の工程において重ねて堆積している。したがって、右図の端子領域における堆積後
の基板表面から最上部までの高さは、必然的に左図の素子領域の工程を実施後の基板表面
から最上部までの高さとほぼ等しいかまたはそれ以上になる。さらにその形状は、前記導
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体パターン６２Ｂの、比較的小面積の形状に沿うように、最上部が突き出たいわゆる突起
部を形成する。
【００３１】
前記突起部を構成する各薄膜の厚さは、導体パターン６２Ｂが２００ｎｍ程度、ゲート絶
縁膜６３Ｂが４００ｎｍ、第１のシリコン６４Ｂが４０ｎｍ程度、第１の絶縁膜６５Ｂが
４００ｎｍ程度、ｎ +  型アモルファスシリコンパターン６６Ｂが５０ｎｍ程度、保護膜５
０Ｂが３００ｎｍ程度、透明電極６９Ｂが１００ｎｍであり、最終的な前記突起部の厚さ
は、１５００ｎｍ（１．５μｍ）程度である。
【００３２】
ところで、本発明に係る特徴は上述したように、従来の液晶表示装置において問題であっ
た、ガラス基板切断時のガラス切断片等のパーティクルが液晶表示装置中の周辺領域に形
成した素子の一部に混入し、端子電極等を破壊するという課題を解決する点にある。
前記実施例による第１の基板上に表示領域および端子領域を形成後に、対向基板である第
２の基板を配置し、これを切断した後の液晶表示装置の断面図を図７に示す。
【００３３】
　図７を参照するに、突起部４５と端子電極３２Ｂとを有する端子領域４６および表示領
域４８が形成された第１の基板４０と、第２の基板４０’とが、シール４２および図示し
ないスペーサを介して対向されている。
　同図において、前記端子領域４６では、２つの端子電極３２Ｂとその間に前記突起部４
５があって、その高さは前述したように約 μｍである。また前記第１及び第２の基
板間の間隔は２～３μｍ程度であって、混入する前記パーティクル４４の大きさは高々１
～２μｍ程度である。従って、前記両端子電極の間隔が数μｍ程度のオーダーである場合
には、前記端子電極表面に対す 記パーティクルの接触あるいは破壊等を生じることが
ない。
【００３４】
このように、本発明は、液晶表示装置の前記表示領域は、上層を第２の基板等によって覆
われるため、前記表示領域中への前記パーティクルの混入による素子破壊は起こりにくい
一方、前記端子領域では、前記端子電極は前記外部端子との接続のためにその表面が液晶
層中にさらされるため、混入した前記パーティクル等による接触に対して無防備であり、
機械的破壊が容易に起こりやすいという、液晶表示装置における本質的な問題を解決する
方法を提供するものである。
【００３５】
【発明の効果】
以上の実施例において説明したように、本発明によれば、薄膜素子上にいわゆる突起部を
形成することによって、前記薄膜素子中の端子電極と対向する第２の基板との間隔を一定
以上確保することができ、液晶表示装置を構成するガラス基板を切断する時に、発生する
ガラス切断片等のパーティクルが、薄膜素子内に混入することによって、前記端子電極表
面が、前記ガラス切断片等によって機械的に破壊され、電気的な接合不良を生じるのを防
止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来および本発明の液晶表示装置の概観を示す斜視図である。
【図２】図１の液晶表示装置を構成するガラス基板上に形成されるＴＦＴアレイを示す図
である。
【図３】（Ａ）～（Ｄ）は従来の表示領域部および端子領域部の製造工程を示す断面図で
ある。
【図４】液晶表示装置の液晶表示パネルに駆動回路を張り付けた後の構成図である。
【図５】従来の液晶表示装置の断面図である。
【図６】 発明の表示領域部および端子領域部の製造工程を示す断面図である。
【図７】本発明における液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
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１　　　　　　　　　　　　　　　　液晶層
１０　　　　　　　　　　　　　　　液晶表示装置
１１、１２　　　　　　　　　　　　ガラス基板
１１Ａ、１１Ｂ　　　　　　　　　　パッド電極
１１ａ　　　　　　　　　　　　　　走査電極
１１ｂ　　　　　　　　　　　　　　信号電極
１１Ｃ　　　　　　　　　　　　　　ＴＦＴ
１１Ｄ　　　　　　　　　　　　　　透明画素
２１、６０　　　　　　　　　　　　基板
２２Ａ、６２Ａ　　　　　　　　　　ゲート電極
２２Ｂ、６２Ｂ　　　　　　　　　　端子電極
２３Ａ、２３Ｂ、６３Ａ、６３Ｂ　　ゲート絶縁膜
２４Ａ、２４Ｂ、６４Ａ、６４Ｂ　　アモルファスシリコン層
２５Ａ、６５Ａ、６５Ｂ　　　　　　チャネル保護膜
２６Ａ、６６Ａ、６６Ｂ　　　　　　ｎ +  型アモルファスシリコン層
２７Ａ、２７Ｂ、５０Ｂ、６７Ａ　　保護膜
２８Ａ、２８Ｂ、３９Ｂ、６８Ａ　　コンタクトホール
２９　　　　　　　　　　　　　　　オーミック電極
３２Ｂ　　　　　　　　　　　　　　端子電極
４０　　　　　　　　　　　　　　　第１の基板
４０’　　　　　　　　　　　　　　第２の基板
４１　　　　　　　　　　　　　　　液晶表示装置
４２　　　　　　　　　　　　　　　シール
４４　　　　　　　　　　　　　　　パーティクル
４５　　　　　　　　　　　　　　　突起部
４６、４７　　　　　　　　　　　　端子領域
４８　　　　　　　　　　　　　　　表示領域
５２　　　　　　　　　　　　　　　液晶表示パネル
５４　　　　　　　　　　　　　　　表示パネル
５６　　　　　　　　　　　　　　　駆動回路
６９Ａ、６９Ｂ　　　　　　　　　　透明画素電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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